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人吉都市計画区域マスタープラン 人吉市総合計画

即する 即する 即する

【都市計画に関する個別基本計画】

・道路
・公園、緑地
・下水道
・住宅 等

【都市づくりに関する部門】

人吉市都市計画マスタープラン

人吉市立地適正化計画

整合 整合
【他の部門の計画】

・環境、福祉
・産業
・防災
・その他の関連計画

都市計画の決定や変更 個別の計画・事業等

即する 即する 即する 即する



○市町村マスタープランにコンパクトシティを位置づけている都市が増えています。一方で、多くの都
市ではコンパクトシティという目標のみが示されるにとどまっているのが一般的で、何をどう取り組む
のかという具体的な施策まで作成している都市は少ないのが現状です。
○また、コンパクトシティ形成に向けた取組については、都市全体の観点から、居住機能や都市機能の
立地、公共交通の充実等に関し、公共施設の再編、国公有財産の最適利用、医療・福祉、中心市街地活
性化、空き家対策の推進等のまちづくりに関わる様々な関係施策と連携を図り、それらの関係施策との
整合性や相乗効果等を考慮しつつ、総合的に検討することが必要です。
○そこで、より具体的な施策を推進するため、平成26年8月に「立地適正化計画」が制度化されました。
これは、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住機能や都市機能の誘導によりコ
ンパクトシティ形成に向けた取組を推進しようとしているものです。

立地適正化計画制度のイメージ図立地適正化計画制度のイメージ図

市街化区域

居住誘導区域

都市計画区域

都市機能誘導区域



熊本県が定める計画

人吉都市計画区域マスタープラン

人吉市が定める計画

第６次人吉市総合計画

都市計画マスタープラン
（令和 年 月策定）

立地適正化計画

個別具体の計画・事業
（地域地区,都市施設,市街地開発事業等）

【関連計画】
・人吉市人口ビジョン・人吉市まち・ひと・
しごと創生総合戦略
・人吉市復興まちづくり計画
・人吉市地域公共交通網形成計画
・人吉市景観計画
・人吉市公共施設等総合管理計画
・

など
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連 携



行政区域

居住誘導区域

都市機能誘導区域

誘導施策

誘導施策

立地適正化計画区域
（都市計画区域）

震災

風水害

防災指針

立地適正化計画の構成の主なもの

１ 【ネットワーク＆コンパクト】
おおむね２０年後の都市の姿を展望し、持

続可能な都市経営を実現するために必要な
課題について整理を行います。

２ 【都市機能誘導区域】
都市機能誘導区域は、医療・福祉・子育

て支援・商業等の民間の生活サービス施設
の誘導を図る区域です。
具体的に誘導施設を設定したり、施設を

利用するにあたり必要となる公共交通や歩
行空間の整備等の計画も必要になります。

３ 【居住誘導区域】
居住誘導区域は、人口減少の中にあって

も一定のエリアにおいて人口密度を維持す
ることにより、生活サービスやコミュニテ
ィが持続的に確保されるよう、居住を誘導
する区域です。
居住を誘導するために、防災・減災対策

を講じるほか、公共交通網のサービスレベ
ルの確保のための計画も必要になります。

４ 【防災指針】
防災指針は、居住や都市機能の誘導を図

る上で必要となる都市の防災に関する機能
の確保を図るための指針です。
災害リスクを踏まえた課題を抽出し、都

市の防災に関する機能の確保を目的とし、
この指針に基づく具体的な取り組み等も位
置付けます。

公共交通網の整備・確保

【コンパクトシティをめぐる誤解】
・すべての人口の集約× すべての人口の集約を図るものではありません。

（たとえば農業従事者が農村部に居住することは当然）

・強制的な集約× 誘導による集約
（居住者や住宅を強制的に短期間で移転させる） （時間をかけて居住の集約を推進）
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誘導施設 指定の有
無

高次都市施設

救急病院（二次・三次医療） ◎

文化施設（集会所・文化ホール・図書館等）
〇

（拠点施設の
み）

行政施設（市庁舎・国・県等の出先機関等）
〇

（拠点施設の
み）

生活利便施設

商業施設（延べ床3,000㎡以上の小売店舗） ◎

上記以外の商業（スーパー・コンビニエンス
ストア等） ×

医療（一般診療所） ×

福祉（介護保険施設・障害者福祉施設・地域包
括センター等）

〇
（拠点施設の

み）

児童福祉（幼稚園・保育園・こども園・学童
保育施設等） ×

その他（金融機関等） ×

【検討事項】
・スーパーの規模を決定する。（3,000㎡程度ではどうか）
・コンビニは入れない
・行政施設は市民が集まる施設を対象とする。（市役所、文化ホール等）
・診療所は都市機能誘導区域以外にあってもよいので、入れない
・高齢者・障がい者・自動福祉施設は核となる施設のみを対象
・上記のため、保育園等はいれない。
・金融機関は融資機能等を持つ施設が対象？

※各施設の定義づけが重要（法的根拠等）

○市域全域に分散して配置する
ことが望ましい施設

○地域の中心等に配置すること
が望ましい施設

○特定の地区に配置することが
望ましい施設

○利便性が高く、人が多く集ま
り、市の中心部に配置するこ
とが望ましい施設

医療施設

病院

診療所

社会福祉施設 老人デイサービスセンター等通所型施設

高齢化の中で
必要性の高まる施設

小規模多機能型居宅介護事業所

地域包括支援センター

幼稚園、保育所、認定こども園、児童館

子育て支援施設

子育て支援センター

小・中学校

教育施設

高等学校等

文化・集会施設

図書館

集会所 公民館 中央公民館

文化ホール、美術館、博物館等

商業施設

国・県等の出先機関

出張所等 市庁舎

コンビニエンスストア

スーパーマーケット

大規模小売店舗

銀行・郵便局

行政施設

誘導施設と
して位置づ
けるかを検
討する施設

誘導施策の検討及び抽出
（１）誘導施設の候補となる施設
都市機能誘導施設として、以下の施設を対象とすることとしました。
ⅰ)都市機能立地支援事業の対象施設のうち、都市拠点のみに立地することが必要と考
えられる施設
ⅱ)都市計画運用指針に示される中心拠点に定めることが想定される施設

（２）誘導施設の検討の基本となる都市機能施設候補の抽出
上記で対象とした施設のうち、本市の都市構造等を踏まえて、各施設をどのような地
域に配置することが望ましいかを分類し、都市機能誘導区域に誘導することが望まし
い施設（利便性が高く、人が多く集まり、市の中心部に配置することが望ましい施設）
の候補を抽出しました。

（３）本市における都市機能誘導区域内に誘導する施設の抽出
上記の誘導施設の候補から本市の特性を踏まえて、都市機能誘導施設として、
以下の施設を検討しています。






